
令和５年第８回芳賀町教育委員会会議録 
 

１ 期  日  令和５年８月２２日（火） 

２ 場  所  芳賀町役場大会議室 

３ 開  会  午後３時２０分 

４ 出席委員  教 育 長       古壕 秀一 

        教育長職務代理者        沼能 寿之 

        委    員       黒﨑 厚央 

        委 員       塩野 由子 

        委 員       山口 友也 

５ 出席職員  学校教育課長       小林 芳浩 

        生涯学習課長       仲尾  周 

        学校教育課指導主事    髙橋 輝秋 

        学校教育課指導主事    松本  薫 

６ 書  記  学校教育課課長補佐兼係長 野沢 幸代 

７ 議  題   

  議案第２９号 令和５年度準要保護児童生徒の認定について 

  議案第３０号 教育委員会の外部評価について 

  議案第３１号 区域外就学について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８ 議事の内容 

発言者 内 容 

古壕教育長 ただ今の出席委員は、４人です。  

定足数に達しておりますので、これから令和５年第８回芳賀町教育

委員会会議を開会します。  

会期の決定を行います。会期は本日１日と決定したいと思いますが

これにご異議ありませんか。 

委員全員 異議なし。 

古壕教育長 異議なしと認めます。 

従って会期は、本日１日と決定しました。  

芳賀町教育委員会会議規則第２０条の規定により、前回会議録の

承認を行います。 

先程、前回会議録署名委員の署名をいただきましたが、これを承認

することにご異議ありませんか。 

委員全員 異議なし。 

古壕教育長 異議なしと認めます。 

従って前回の会議録は、承認されました。  

会議録署名委員の指名を行います。  

会議録署名委員は会議規則第２１条の規定により、黒﨑厚央委員

にお願いします。 

 教育長事務報告を行います。 

＜資料に基づき報告を行った＞ 

古壕教育長  これから議事に入りますが、議案第２９号並びに議案第３１号に

ついては個人情報が含まれているため、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第１４条第７項の規定に基づき非公開としてよろし

いでしょうか。 

委員全員 異議なし。 

古壕教育長 

古壕教育長 

議案第２９号令和５年度準要保護児童生徒の認定についての件を

議題といたします。 

 

 

 

古壕教育長 続きまして、議案第３０号教育委員会の外部評価についての件を

議題といたします。 

事務局、議案の朗読をお願いします。  

野沢書記 （議案朗読） 

古壕教育長 小林課長から提案理由の説明をお願いします。  

小林課長 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条で、教育委員

会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について

この審議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律  

第１４条第７項の規定に基づき非公開 

 



発言者 内 容 

点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議

会に提出するとともに公表しなければならないとされています。こ

れを受け、町では芳賀町教育委員会外部評価委員会設置要綱に基づ

き、芳賀町教育委員会外部評価委員会を設置し、教育に関し識見を

有する方を委員に委嘱し、平成２１年度から外部評価を実施してい

ます。今回、９月に令和４年度の外部評価を実施するにあたり、別

冊のとおり点検・評価書をまとめました。事務の管理・執行の状況

については、第６次芳賀町振興計画中期計画における教育文化分野

に掲げる各施策の施策マネジメントシートをもとに評価いただきた

いと考えていますので、内容についてご審議いただければと思いま

す。なお、外部評価委員につきましては、まちづくり委員の教育分

野から４人、学校運営協議会委員から１人の計５人を令和４年度と

令和５年度の２年任期で委嘱しています。  

古壕教育長  ただいま説明がありましたが、皆様から質問がありましたらお願

いします。 

黒﨑委員 ６ページに学生支援員とあります。あまり聞いたことがありませ

んが、どのような人ですか。 

松本指導主事 学生のボランティアで、主に特別な支援が必要なお子さんのサポ

ートをしてもらっています。 

黒﨑委員 わかりました。 

同じく６ページにインクルーシブ教育とありますが、内容を教え

てください。 

髙橋指導主事 障害のあるお子さんと、そうでないお子さんが共生社会を築いて

いくというものです。 

黒﨑委員  同じようなものがありましたね。  

髙橋指導主事 ユニバーサルデザインです。芳賀町の小中学校の教室はユニバー

サルデザインになるように学校に働きかけています。例えば、黒板

には文字が書かれていたり、掲示物が貼ってあったりしますが、そ

れはＡＤＨＤのお子さんにとっては情報が入りすぎてしまい、落ち

着かなくなってしまう特性があります。他のお子さんにも影響して

しまうので、インクルーシブという考えのもとに、どんなお子さん

にとっても過ごしやすい環境を作ろうという流れになっています。  

黒﨑委員 同じく６ページ、目標のところに教育の充実とあります。その最

後の２行目、小中学校においても、大学教授、マスターズボランテ

ィア、学生支援員の活用及び総合型スポーツクラブや芳賀町スポー

ツクラブや芳賀町スポーツ教室との連携により運動能力向上に努め

ますとあります。これは学校教育課の目標ですが、スポーツクラブ

とスポーツ教室は、生涯学習課の所管ですよね。生涯学習課の施策

マネジメントシートを見ると、どこにも出ていません。大事なこと

なので、総合型スポーツクラブについては、スポーツ振興係のシー

トに入れたほうがいいと思います。  



発言者 内 容 

松本指導主事 学校教育課の目標の該当箇所を削除したほうがよいと思います。 

塩野委員 ８ページの目標で学校、家庭、地域との連携のところで、学校・

家庭・地域が連携した多様な教育活動を実施しますとありますが、

具体的にどういう教育活動なのでしょうか。 

古壕教育長 学校運営協議会の充実です。 

山口委員 学校運営協議会について、このマネジメントシートには記述があ

りませんね。 

仲尾課長 ありませんので、その部分を学校運営協議会に言い換えます。  

塩野委員 その方が良いと思います。 

古壕教育長 では、その部分を修正してください。その他いかがでしょう。  

塩野委員 マネジメントシート以外の部分ですが、４ページの各種会議、行

事等への出席で、中学校の体育祭や研究授業の視察、研究発表会へ

の出席などが抜けていましたので、記載をお願いします。  

小林課長 わかりました。 

古壕教育長 他にいかがでしょうか。 

委員全員 意見なし。 

古壕教育長 それでは、以上を修正した上で、議案第３０号については原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。  

委員全員 異議なし。 

古壕教育長 異議なしと認めます。 

従って本案は、修正を加えた上、原案のとおり可決されました。続

きまして、議案第３１号区域外就学についての件を議題といたしま

す。 

 

古壕教育長  それでは、以上をもちまして、本日の教育委員会を閉じたいと思

います。次回は、９月１９日午後２時からです。 

９ 閉  会  午後４時５分 

 

この審議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律  

第１４条第７項の規定に基づき非公開 

 


